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長野県告示446号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりです。

　　令和４年８月15日

	 長野県知事　阿　部　守　一

名　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

社会医療法人中信勤労者医療協会
塩尻協立病院

塩尻市大字桟敷437 令和７年８月14日

医療政策課

長野県告示第447号

　国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する

同法第14条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和４年８月15日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　作業種類

　　公共測量　数値撮影・数値図化

２　作業期間

　　令和４年７月５日から令和５年３月31日まで

３　作業地域

　　塩尻市、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡木曽町、木曽郡木祖村、木曽郡大桑村

建設政策課
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長野県告示第449号

　河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により、次のとおり

告示します。

　関係図面は、この告示の日から１か月間長野県建設部河川課及び長野県松本建設事務所において縦覧に供します。

　　令和４年８月15日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　河川の名称

　　信濃川水系　一級河川　田川

２　廃川敷地等が生じた年月日

　　令和４年８月15日

３　廃川敷地等の位置

　　松本市村井町南四丁目1379番１地先から塩尻市大字広丘吉田字欠サシ３番５地先

４　廃川敷地等の種類及び数量

　　土地　3,072.55平方メートル

５	　河川法施行法（昭和39年法律第168号）第18条の規定により、なお効力を有するものとされる旧河川法（明治29年法律第71号）第

44条ただし書きの規定によりこの廃川敷地等の下付を受けようとする者は、この告示の日から３か月以内に知事に下付の申請をしな

ければならない。

河　川　課

建設政策課

長野県告示第448号

　長野県佐久建設事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の

規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和４年８月15日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　作業種類

　　公共測量　航空レーザ測量

２　作業期間

　　令和４年７月５日から令和５年３月10日まで

３　作業地域

　	　佐久市、南佐久郡小海町、南佐久郡佐久穂町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、北佐久

郡立科町

公告

　県営辰野竜東地区土地改良事業の工事は、次のとおり完了しました。

　　令和４年８月15日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地改良事業の名称

　　県営農村地域防災減災事業

２　工事の着手年月日

　　平成25年９月９日

３　工事の完了年月日

　　令和３年11月２日

農地整備課


